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条約批准に向けて、国内法の整備を！



条約の精神　　　　

これだけは、頭の中に入れておこう！

第１条の目的で、

　　　障害者の定義を社会モデルに変えたこと

第１条で障害者の定義があります。医療モデルではなく社会モデルに変換・転換されたものとして、障害者の定義をしています。
「障害者とは、長期にわたる身体的、精神的、知的、感覚的な損傷によって、他者との平等に基づく、十分かつ効果的な社会参加が、さまざまな障壁の相互作用において阻まれている人たちのことである。」

としています。
ただ、単に損傷があるだけではなく、他者との平等に基づく、十分かつ効果的な社会参加が阻まれている者、障壁の相互作用において阻まれている者たちと定義しています。これは、典型的な社会モデルを導入したものということです。

この導入に基づいて、社会的な障壁をどういうふうに小さく、少なくしていくかということがまず、問題意識としてあるということです。それは、障害者の努力で、障害を乗り越えて、障害を軽くして、リハビリテーションをして社会の中に参加していくということじゃなくて、社会の方が、障害のある人を受け入れるために変わっていく、そのための障壁「かべ」を社会が取っ払っていく、そういうことをしなければいけないということを「障害者の定義」のところで述べているのです

第２条の差別の定義の中に

「合理的配慮がないことが差別だ」としたこと
第２条で、障害に基づく差別とはいったい何なのかと、「差別の定義」もしています。非常に重要なことは、「障害に基づく差別にはあらゆる形態の差別があり、合理的配慮の否定も含まれる。」と言っていることです。「合理的配慮がされないことが差別だ」と、障害者に対する差別のなかに「合理的配慮の否定」ということが入ったのです。
では、「合理的配慮」とは一体何なのでしょうか。
「障害者の権利を保障するために、特定の場合に不可欠で、必要かつ適切ではあるが、一方的または過度の負担を課さない程度の変更や調整」と定義されています。

障害のある人のために、社会の方が変更や調整をすることを、「合理的配慮」というふうに言います。障害がある人のために社会が変わっていないこと、変えていないこと、これが差別であるということになります。

ただし、合理的と言うことの中には、社会が過度の負担を負うものではないと、限定的でもありますが、少なくとも社会が変化しなければならない、変化していないということが差別だというふうに規定されました。従来のただ単に権利行使が阻まれているとかということではなくて、権利行使を保障するために社会が何もしていないということが差別だというふうに決められたのです。

第３条の一般原則の中に、

「インクルーシヴ」と「アクセスビリティ」を入れたこと
　第３条に一般原則が決められています。この一般原則の中に、例えば、「ａ．固有の尊厳、選択の自由を含む個人の自律と自立の尊重」とありますが、これはどこの権利条約でも言われていることです。障害者権利条約では、一般的原則の中で、インクルーシヴを掲げています。「機会の平等」とか「非差別」とかと同じレベルの話として、「インクルーシヴ」ということがここに入っているのです。
　「インクルーシヴ」と「アクセスビリティ」が一緒だと言うことは、「受け入れる」ということと「アクセスできる」と言うことが同じレベルであり、「機会均等」も「非差別」も権利を保障するに当たって必要なことことですが、それと同じレベルということです。障害者の権利において、理念を実現するに当たって必要な理念（＝キーワード）として、一番足さなければいれないものが、「インクルーシヴ」と「アクセスビリティ」だったのです。
　「インクルーシヴ」というのは社会が受け入れるために、社会で生活するためには社会が変化しなければいけないこと。「アクセスビリティ」というのは、それにアクセスすることができること。「利用する・参加する」ということです。このことを、障害者の権利として一般原則として認めておかない限りは、ただ単に「平等ですよ」とか、ただ単に「機会均等」ですよと言っただけでは実現しないということが、これまでの歴史の中でわかってきたのです。

そういった意味では、一般原則の中に「インクルーシヴ」と「アクセスビリティ」が入ったことは、非常に意味があることなのです。



パート１　








障害者権利条約批准・インクルージョン教育推進ネットワーク：





目的


　本条約の目的は、すべての障害者が、あらゆる人権と基本的自由で十分かつ平等な享受を促進し、保護し、保障すること、および彼ら固有の尊厳の尊重を推進することにある。


　障害者とは、長期にわたる身体的、精神的、知的、感覚的な損傷によって、他者との平等に基づく、十分かつ効果的な社会参加が、さまざまな障壁の相互作用において阻まれている人たちのことである。


第２条　定義


　「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、差別、制限であり、政治、経済、社会、文化、市民その他いかなる分野においても、他者との平等に基づくすべての人権と基本的自由の認識、享受、行使を阻害したり無効にしたりする目的または効果を有するものを指す。障害に基づく差別にはあらゆる形態の差別があり、合理的配慮の否定も含まれる。


第３条　一般的原則


　本条約の原則は、以下のものとする。


　Ｃ．十分かつ効果的な社会参加と社会の一員としての受容（インクルージョン）


　ｆ．社会的関与の平等（アクセシビリティ）





障害者権利条約
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